










玄界環境組合告示第６号 

 

 玄界環境組合公募型指名競争入札実施要綱を次のように定める。 

 

   令和７年１２月１６日 

            玄界環境組合  

組合長  田 辺 一 城 

 

   玄界環境組合公募型指名競争入札実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、玄界環境組合契約事務規則（平成２５年規則第１

号）第２９条の規定に基づく公募型指名競争入札の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 （対象業務） 

第２条 公募型指名競争入札の対象となる業務は、組合長が公募型指名

競争入札を実施する必要があると特に認めた業務（（下「公公募型指名認

定業務」という。）とする。 

 （入札参加資格要件） 

第３条 公募型指名競争入札に参加しようとする者（（下「公入札参加希望

者」という。）は、次に掲げる要件のいずれも満たしていなければなら

ない。 

 ⑴ 玄界環境組合（下「公組合」という。）を組織する地方公共団体（（下

「公組合の構成市町」という。）のいずれかの入札参加資格者名簿に

登録されている者であること。 



 ⑵ 玄界環境組合指名競争入札参加資格及び選定等に関する要綱（平

成３０年４月内規第１号）第３条に規定する者でないこと。 

 ⑶ 組合及び組合の構成市町において競争入札参加資格の停止期間中

の者でないこと。 

２ 前項に定めるもののほか、当該公募型指名認定業務の資格要件をす

べて満たした者であること。 

 （入札参加希望者への周知） 

第４条 公募型指名競争入札を実施するときは、あらかじめ次の各号に

掲げる事項を公表するものとする。 

 ⑴ 当該公募型指名認定業務の名称、業務概要及び履行期間 

 ⑵ 指名されるために必要な資格及び要件 

 ⑶ 提出書類、提出期限、提出場所及び提出方法 

 ⑷ その他組合長が必要と認める事項 

２ 前項の規定による公表は、組合及び組合の構成市町のホームページ

への掲載により行うものとする。 

 （入札参加申請） 

第５条 入札参加希望者は、次に掲げる書類を組合長へ提出しなければ

ならない。 

 ⑴ 公募型指名競争入札参加申請書（様式第１号） 

 ⑵ 前条第１項の規定により提出が定められた書類 

 ⑶ その他組合長が必要と認める事項に関する書類 

（事業者の指名） 

第６条 玄界環境組合指名競争入札参加者選定委員会は、入札参加希望

者が提出した申請書及び提出書類により資格審査を行い、事業者を指

名するものとする。 



２ 組合長は、入札参加希望者のうち、事業者として指名しなかった者に

対し、その理由を付した公募型指名競争入札非指名通知書（様式第２

号）を送付するものとする。 

３ 公募型指名競争入札非指名通知を受けた者は、その理由について書

面により説明を求めることができる。 

 （指名の取り消し） 

第７条 書類提出時に虚偽の申請を行った者又は前条第１項の規定によ

り事業者として指名された後、第３条の入札参加資格要件を満たさな

くなった者については、その指名を取り消すものとする。 

 （費用負担） 

第８条 公募型指名競争入札の参加申請に要する費用は、入札参加希望

者の負担とする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。 

 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 


